
平成３０年第１回七戸町議会定例会

会 議 録

──────────────────────────────────────

平成３０年２月１５日七戸町告示第６号で、平成３０年第１回七戸町議会定例会を３月

１日上北郡七戸町議会議事堂に招集する。

──────────────────────────────────────

平成３０年 ３月 １日 午前１０時０３分 開会

平成３０年 ３月 ９日 午前１１時４６分 閉会

──────────────────────────────────────

○応召議員（１６名）

議 長 １６番 田 嶋 輝 雄 君 副議長 １５番 三 上 正 二 君

１番 二ツ森 英 樹 君 ２番 小 坂 義 貞 君

３番 澤 田 公 勇 君 ４番 哘 清 悦 君

５番 岡 村 茂 雄 君 ６番 附 田 俊 仁 君

７番 佐々木 寿 夫 君 ８番 瀬 川 左 一 君

９番 盛 田 惠津子 君 １０番 田 嶋 弘 一 君

１１番 松 本 祐 一 君 １２番 田 島 政 義 君

１３番 中 村 正 彦 君 １４番 白 石 洋 君

──────────────────────────────────────

○不応召議員（０名）

──────────────────────────────────────

○町長提出案件

議案第１９号 町有財産の無償譲与について

議案第２０号 七戸町立七戸幼稚園閉園に伴う関係条例の整備等に関する条例について

議案第２１号 七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について

議案第２２号 七戸町承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特

別措置に関する条例の一部を改正する条例について

議案第２３号 七戸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

議案第２４号 七戸町手数料条例の一部を改正する条例について

議案第２５号 七戸町国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例について

議案第２６号 七戸町教職員住宅使用及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

議案第２７号 七戸町中央公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て

議案第２８号 七戸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準



を定める条例の一部を改正する条例について

議案第２９号 七戸町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について

議案第３０号 七戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

議案第３１号 七戸町介護保険条例の一部を改正する条例について

議案第３２号 七戸町生活改善センター条例の一部を改正する条例について

議案第３３号 七戸町森林公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て

議案第３４号 七戸町都市公園条例の一部を改正する条例について

議案第３５号 七戸町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について

議案第３６号 七戸町営住宅条例の一部を改正する条例について

議案第３７号 七戸町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例を廃止する条例につい

て

議案第３８号 七戸町公の施設における指定管理者の指定について

（七戸町和田ダム利活用施設）

議案第３９号 町道路線の廃止について

議案第４０号 町道路線の認定について

議案第４１号 工事請負変更契約の締結について

（西野橋橋梁補修工事）

議案第４２号 工事請負変更契約の締結について

（本庁舎耐震改修工事）

議案第 １号 平成２９年度七戸町一般会計補正予算（第１０号）

議案第 ２号 平成２９年度七戸町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議案第 ３号 平成２９年度七戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）

議案第 ４号 平成２９年度七戸町介護保険特別会計補正予算（第５号）

議案第 ５号 平成２９年度七戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）

議案第 ６号 平成２９年度七戸町七戸霊園事業特別会計補正予算（第３号）

議案第 ７号 平成２９年度七戸町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）

議案第 ８号 平成２９年度七戸町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）

議案第 ９号 平成２９年度七戸町水道事業会計補正予算（第４号）

予算審査特別委員会報告

議案第１０号 平成３０年度七戸町一般会計予算

議案第１１号 平成３０年度七戸町国民健康保険特別会計予算

議案第１２号 平成３０年度七戸町後期高齢者医療特別会計予算

議案第１３号 平成３０年度七戸町介護保険特別会計予算

議案第１４号 平成３０年度七戸町介護サービス事業特別会計予算

議案第１５号 平成３０年度七戸町七戸霊園事業特別会計予算



議案第１６号 平成３０年度七戸町公共下水道事業特別会計予算

議案第１７号 平成３０年度七戸町農業集落排水事業特別会計予算

議案第１８号 平成３０年度七戸町水道事業会計予算

諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

○議員提出案件

請願第 １号 種子法廃止に伴う万全の対策をもとめる請願

請願第 ２号 米の生産費を償う価格下支え制度を求める請願

発議第 １号 種子法廃止に伴う万全の対策をもとめる意見書（案）の提出について

発議第 ２号 米の生産費を償う価格下支え制度を求める意見書（案）の提出について

○追加案件

議案第４３号 七戸町立学校設置条例の一部を改正する条例について

議案第４４号 七戸町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて

─────────────────────────────────────

○その他

会議録署名議員の指名について

会期の決定について

諸般の報告について
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平成３０年第１回七戸町議会定例会

会議録（第１号）

平成３０年３月１日（木） 午前１０時０３分 開会

──────────────────────────────────────

○議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第２ 会期の決定について

日程第３ 諸般の報告について

日程第４ 提出議案一括上程

「議案第１９号町有財産の無償譲与について」から「諮問第１号人権擁護

委員の推薦につき意見を求めることについて」までの４２議案、１諮問を一

括上程

（町長提案理由説明）

日程第５ 常任委員会の要請事項に対する回答について

日程第６ 予算審査特別委員会設置

──────────────────────────────────────

○本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

──────────────────────────────────────

○出席議員（１６名）

議 長 １６番 田 嶋 輝 雄 君 副議長 １５番 三 上 正 二 君

１番 二ツ森 英 樹 君 ２番 小 坂 義 貞 君

３番 澤 田 公 勇 君 ４番 哘 清 悦 君

５番 岡 村 茂 雄 君 ６番 附 田 俊 仁 君

７番 佐々木 寿 夫 君 ８番 瀬 川 左 一 君

９番 盛 田 惠津子 君 １０番 田 嶋 弘 一 君

１１番 松 本 祐 一 君 １２番 田 島 政 義 君

１３番 中 村 正 彦 君 １４番 白 石 洋 君

──────────────────────────────────────

○欠席議員（０名）

──────────────────────────────────────

○説明のため会議に出席した者の職氏名

町 長 小 又 勉 君 副 町 長 似 鳥 和 彦 君

支 所 長
総 務 課 長 高 坂 信 一 君 加 藤 司 君

(兼庶務課長)

企画調整課長 中 野 昭 弘 君 財 政 課 長 金 見 勝 弘 君
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地 域 お こ し 会 計 管 理 者
田 嶋 邦 貴 君 田 嶋 史 洋 君

総合戦略課長 (兼会計課長)

税 務 課 長 鳥谷部 勉 君 町 民 課 長 甲 田 美喜雄 君

社会生活課長
附 田 良 亮 君 健康福祉課長 氣 田 雅 之 君

(兼城南児童館長)

商工観光課長 附 田 敬 吾 君 農 林 課 長 天 間 孝 栄 君

建 設 課 長 仁 和 圭 昭 君 上下水道課長 原 田 秋 夫 君

教 育 長 神 龍 子 君 学 務 課 長 八 幡 博 光 君

生涯学習課長 鳥谷部 慎一郎 君 世界遺産対策室長 小 山 彦 逸 君

中央公民館長
(兼南公民館長・ 髙 田 浩 一 君 農業委員会会長 天 間 俊 一 君
(中央図書館長）

農業委員会事務局長 町 屋 均 君 代表監査委員 野 田 幸 子 君

監査委員事務局長 原 子 保 幸 君 選挙管理委員会委員長 新 舘 文 夫 君

選挙管理委員会事務局長 甲 田 美喜雄 君

──────────────────────────────────────

○職務のため会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 原 子 保 幸 君 事 務 局 次 長 中 村 孝 司 君

──────────────────────────────────────

○会議録署名議員

１ 番 二ツ森 英 樹 君 ２ 番 小 坂 義 貞 君

──────────────────────────────────────

○会議を傍聴した者（２名）

──────────────────────────────────────

○会議の経過
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開会 午前１０時０３分

○開会宣告

○議長（田嶋輝雄君） 皆様、おはようございます。

ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。

したがいまして、平成３０年第１回七戸町議会定例会は成立いたしました。

ただいまから、平成３０年第１回七戸町議会定例会を開会いたします。

──────────────────────────────────────

○開議宣告

○議長（田嶋輝雄君） これより、本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び本定例会における説明員は、お手元に配付したとおりです。

──────────────────────────────────────

○日程第１ 会議録署名議員の指名について

○議長（田嶋輝雄君） 日程第１ 会議録署名議員の指名についてを行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、１番二ツ森英樹君と２番小坂義

貞君を指名します。

──────────────────────────────────────

○日程第２ 会期の決定について

○議長（田嶋輝雄君） 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。

初めに、議会運営委員長から報告を求めます。

議会運営委員長。

○議会運営委員長（瀬川左一君） 皆さん、おはようございます。

それでは議会運営委員会、委員長報告をいたします。

去る２月１５日告示、本日招集されました平成３０年第１回七戸町議会定例会の会期に

ついて、先般、２月１５日午後１時３０分から議会運営委員会を開催し、審査した結果、

お手元に配付いたしましたとおり、本日３月１日から３月９日までの９日間を会期とする

ことに決定しました。

本日は、議案等の一括上程、予算審査特別委員会の設置及び、同委員会の正副委員長の

互選を行います。

２日から４日まで、議案調査並びに閉庁日、休日のため休会とします。

５日は一般質問、７日と８日は予算審査特別委員会を行いますが、運営方法について

は、皆様のお手元に配付のとおり、議会運営委員会で取りまとめさせていただきましたの

で、御参考にしてください。

最終日の９日は、今回の上程されております全議案について審議を行うことにしており

ます。

また、本日、予算審査特別委員会終了後、受理されている請願２件につきましては、建
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設産業常任委員会を開催することになりますので、よろしくお願いします。

以上のとおり進行してまいりたいと思いますので、何とぞ議員各位の御理解と御協力を

賜り、当委員会の決定に御賛同くださいますようお願い申し上げまして、委員長報告とい

たします。

○議長（田嶋輝雄君） お諮りします。

本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本日から３月９日までの

９日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（田嶋輝雄君） 御異議なしと認めます。

したがいまして、本定例会の会期は、本日から３月９日までの９日間に決定いたしまし

た。

議長において作成いたしました会期日程及び議事日程は、お手元に配付いたしたとおり

であります。

──────────────────────────────────────

○日程第３ 諸般の報告について

○議長（田嶋輝雄君） 日程第３ 諸般の報告を行います。

議長の諸般の報告につきましては、お手元に配付いたしておりますので、御了承願いま

す。

次に、本日まで受理いたしました請願２件につきましては、先般の議会運営委員会にお

いて審査した結果、請願第１号及び請願第２号については、建設産業常任委員会に付託す

ることにいたしましたので、御了承願います。

──────────────────────────────────────

○日程第４ 提出議案一括上程

○議長（田嶋輝雄君） 日程第４ 議案第１９号町有財産の無償譲与についてから、諮問

第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてまでの、４２議案、１諮問を

一括上程します。

町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（小又 勉君） 皆様、おはようございます。

平成３０年第１回七戸町議会定例会の開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。

議員各位には、日ごろより町政運営に御理解と御協力をいただいておりますことに対

し、まずもってお礼申し上げます。

本定例会に当たり、町政運営の基本方針並びに所信の一端を申し述べ、提出いたしまし

た議案の参考にしていただきたいと思います。

まず、七戸十和田駅、利用者は着実に増加しております。この七戸十和田駅や道の駅し

ちのへ周辺は、七戸地区と天間林地区の結節点であり、これからのまちづくりの重要なエ
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リアであることから、荒熊内地区開発計画を策定するとともに、公共施設の集約を目的に

七戸畜産農業協同組合所有地の取得に向けて作業を進めてまいります。

上北自動車道は、平成３０年度中に附田向までの上北天間林道路が開通する予定であ

り、その開通に合わせ、交差する国道３９４号榎林バイパスの一部も供用されることに

なっており、利便性の飛躍的向上により生活や産業、観光さらに救急医療体制の向上な

ど、計り知れない効果が期待されます。

人口減少時代に対応しての総合戦略として、引き続き仕事と雇用の創出、若い世代の結

婚や住宅支援、出産、子育て支援を進めるとともに、移住用ポータルサイトを構築し、移

住、定住促進に努めていきます。

町の基幹産業である農業は、今大きな曲がり角に来ております。再び浮上したＴＰＰ問

題や減反への国の関与の廃止など、歴史的な変革のときにあり、このような状況を踏まえ

て、町では複合経営への転換を促し、競争力強化や就農者の確保など、総合的な体質強化

を進めてまいります。

新しい取り組みとして、若い世代や都市部での就農希望者を対象に、短期お試し農業体

験や地域おこし協力隊を募集して必要な研修を行うなど、新規就農の推進を図っていきま

す。

道の駅情報館は、駐車場も含めた全体が秋には完成し、災害時、有事の際の広域的な拠

点となるとともに、観光や道路情報の提供などの役割を担います。また、町内企業対策と

して、雇用創出のため起業・創業支援など引き続き実施いたします。

昨年４月、天間林中学校が開校し、その後天間林地区の小学校について検討を重ねてき

ましたが、天間東小学校と天間西小学校を統合し、平成３１年４月に校名を天間林小学校

とし、開校することとしております。今後は、校章や校歌の決定など具体的な準備を進め

ていきます。また、より効果的な学校教育を目指しての町費負担教員採用は引き続き継続

してまいります。

昨年１２月には、中学生１１人を台湾高雄市の明華国民中学校へ派遣し、交流事業を行

いました。今後も、国際化時代に対応できる人材育成のため事業を行っていきます。ま

た、平成３０年度には老朽化した七戸運動公園テニスコートを全面的に改修するほか、生

涯スポーツ、競技スポーツの拠点となる総合体育館の建設に向けて具体的な準備を進めま

す。

以上、施策の一端を申し上げましたが、今後とも第２次七戸町長期総合計画で掲げた基

本構想と、七戸町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略の基本目標の実現を

目指し、町民・団体・企業・行政が一体となり、住みたい・住み続けたいと思えるまちづ

くりのための施策に取り組んでまいりたいと考えておりますので、議員各位におかれまし

ては、これまで以上の御指導、御支援を賜りますようお願い申し上げます。

それでは、本定例会に提出しました議案の概要について、御説明いたします。

議案第１９号町有財産の無償譲与については、行政財産の用途を廃止する上川目生活改
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善センターを上川目町内会に無償譲与するため提案するものです。

議案第２０号七戸町立七戸幼稚園閉園に伴う関係条例の整備等に関する条例について

は、七戸町立七戸幼稚園の閉園に伴い、関係条例等について所要の改正が必要なことから

提案するものです。

議案第２１号七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例については、小学校学習指導要領により導入される外国語活動に対応

し、英語教育コーディネーターを設置したいことから、所要の改正を行うため提案するも

のです。

議案第２２号七戸町承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特別

措置に関する条例の一部を改正する条例については、企業立地の促進等による地域におけ

る産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部が改正されたことに伴い、地域経済牽引

事業の用に供する施設で、一定の要件を満たすものを設置した者に対する固定資産税を課

税免除する特例について、所要の改正を行う必要があるため提案するものです。

議案第２３号七戸町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、持続可能な

医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行及び国民健

康保険法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、青森県が示した国民健康保険事業費

納付金及び市町村標準保険料率の算定結果を踏まえ、国民健康保険税の税率を見直したと

ころ、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。

議案第２４号七戸町手数料条例の一部を改正する条例については、紙ベースであった地

積図及び地籍集積図について、電子化により交付方法及び交付図面の規格が変更されるこ

とから、所要の改正を行うため提案するものです。

議案第２５号七戸町国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例については、

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行

に伴い、同法の改正内容に準じて所要の改正を行う必要があることから、提案するもので

す。

議案第２６号七戸町教職員住宅使用及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

ては、現在の七戸町教職員住宅の使用及び管理状況を踏まえ、条例中の表記及び申請手続

を変更する必要があることから、所要の改正を行うため提案するものです。

議案第２７号七戸町中央公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

は、七戸町中央公園内施設であるバンガローの宿泊利用廃止に伴い、所要の改正を行う必

要があることから提案するものです。

議案第２８号七戸町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例については、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の公布に伴い、同令の改正内容に準じ

て、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。

議案第２９号七戸町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例については、持
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続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律及び持続

可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係政令の整備に関する政令の施行に伴い、住所地特例の見直しに係る事務の取り扱い

について、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。

議案第３０号七戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例については、国民健康保険

法施行規則の一部改正により、入院療養及び外来診療の高額療養費現物給付化が施行され

たことに伴い、同規則の改正内容に準じて、所要の改正を行う必要があることから提案す

るものです。

議案第３１号七戸町介護保険条例の一部を改正する条例については、平成３０年４月か

ら第７期介護保険事業計画が始まることに伴い、介護保険法の規定に基づき第７期介護保

険料を算定したところ、保険料が変更となることから、所要の改正を行うため提案するも

のです。

議案第３２号七戸町生活改善センター条例の一部を改正する条例については、上川目生

活改善センターにおける行政財産の用途を廃止したいことから、所要の改正を行うため提

案するものです。

議案第３３号七戸町森林公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

は、七戸町森林公園を指定管理者に管理させることができるようにし、使用の許可、使用

料等を七戸町都市公園条例に合わせたいことから、所要の改正を行うため提案するもので

す。

議案第３４号七戸町都市公園条例の一部を改正する条例については、七戸町都市公園を

指定管理者に管理させることができるようにし、また、都市緑地法等の一部を改正する法

律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴い、同令の改正内容に準じて、

所要の改正を行う必要があることから提案するものです。

議案第３５号七戸町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例については、道路法施行

令の一部を改正する政令の公布に伴い、平成２７年度に行われた固定資産税評価額の評価

がえ及び地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえて、道路占用料の額について見直し等

が行われたことから、所要の改正を行うため提案するものです。

議案第３６号七戸町営住宅条例の一部を改正する条例については、地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、

公営住宅法が改正され、認知症患者等である公営住宅入居者の収入申告義務の緩和など、

同法の改正内容に準じて、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。

議案第３７号国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例を廃止する条例については、国

民健康保険法施行規則の一部改正により、入院療養及び外来診療の高額療養費現物給付化

が施行されたことに伴い、高額療養費の被保険者窓口負担がなくなったことから、七戸町

国民健康保険高額療養費資金貸付基金を廃止したいので提案するものです。

議案第３８号七戸町公の施設における指定管理者の指定については、七戸町和田ダム利
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活用施設について、南部縦貫株式会社を指定管理者として指定したいので、地方自治法の

規定により議会の議決を求めるため提案するものです。

議案第３９号町道路線の廃止については、七戸駅前環状線外４路線について、道路法の

規定に基づき、町道廃止するため、議会の議決を求めるため提案するものです。

議案第４０号町道路線の認定については、小又５号線外９路線について、道路法の規定

に基づき、町道認定するため、議会の議決を求めるため提案するものです。

議案第４１号工事請負変更契約の締結については、西野橋橋梁補修工事に係る工事内容

に変更を生じたので、契約金額の変更について、地方自治法及び町条例の規定により提案

するものです。

議案第４２号工事請負変更契約の締結については、本庁舎耐震改修工事に係る工事内容

に変更を生じたので、契約金額の変更について、地方自治法及び町条例の規定により提案

するものです。

次に、平成２９年度各会計補正予算について、御説明いたします。

議案第１号平成２９年度七戸町一般会計補正予算（第１０号）については、歳入歳出予

算の総額に７,０２８万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１０５億６,５２９

万７,０００円とするものです。

歳入の主なものは、地方交付税に１億２,０４４万２,０００円、国庫支出金に４,５５

６万６,０００円、県支出金に９１２万６,０００円、財産収入に４８３万４,０００円、

諸収入に３４２万３,０００円、町債に３,２７０万円を追加し、繰入金から１億４,３０

１万８,０００円を減額するものです。

歳出の主なものは、農林水産業費に３,６１８万８,０００円、教育費に１億５,０００

万８,０００円を追加し、総務費から１,７４９万９,０００円、民生費から２,０３３万

７,０００円、商工費から４３４万６,０００円、土木費から５,４３１万８,０００円、公

債費から９１４万４,０００円、諸支出金から６２４万円を減額するものです。

今回の補正内容といたしましては、建設工事や委託料等事業費の精査による減額が大部

分を占めておりますが、一部、今国会で閣議決定された国の補正予算に係るものとして、

天間西小学校屋内運動場等大規模改造工事費等２億４７６万５,０００円が追加されてお

ります。

また、第２表の繰越明許費補正につきましては、小規模治山事業、中部上北広域事業組

合給食センター建設事業、天間西小学校屋内運動場等大規模改造事業の計４億５,８１５

万円を設定するものです。

これは、小規模治山事業と天間西小学校屋内運動場等大規模改造事業は、国の補正予算

によるもので、中部上北広域事業組合給食センター建設事業は、建物基礎杭がメーカー指

定による特注品でありますが、当該メーカーの受注状況により納品に時間を要したことに

よるものです。

さらに、第３表の債務負担行為補正につきましては、城北児童センター指定管理業務委
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託料に３２万７,０００円を追加し、２,９１２万３,０００円に変更するものです。

議案第２号平成２９年度七戸町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）については、

歳入歳出予算の総額から４,２６９万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を２４億

３,６３７万円とするものです。

歳入の主なものは、国庫支出金から４７６万７,０００円、県支出金から５０９万１,０

００円、共同事業交付金から３,０７２万６,０００円、繰入金から３２６万３,０００円

を減額をするものです。

歳出の主なものは、保険給付費から４９７万４,０００円、共同事業拠出金から３,９９

８万４,０００円を減額するものです。

議案第３号平成２９年度七戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）について

は、歳入歳出予算の総額に１,７８４万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３億

８,２４３万４,０００円とするものです。

歳入は、後期高齢者医療保険料に９３４万６,０００円、諸収入に１,１９３万６,００

０円を追加し、繰入金から３４４万１,０００円を減額するものです。

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金に５９０万５,０００円、諸支出金

に１,２２３万１,０００円を追加するものです。

議案第４号平成２９年度七戸町介護保険特別会計補正予算（第５号）については、歳入

歳出予算の総額に６２万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２４億９,５２８万

２,０００円とするものです。

歳入は、国庫支出金に２,５４９万７,０００円、県支出金に１,７８９万４,０００円を

追加し、支払基金交付金から１,７５０万７,０００円、繰入金から２,５２６万２,０００

円を減額するものです。

歳出の主なものは、保険給付費に７００万円を追加し、地域支援事業費から６４３万

１,０００円を減額するものです。

議案第５号平成２９年度七戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）について

は、歳入予算の総額から４４万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を５４２万１,

０００円とするものです。

歳入は、サービス収入から４４万６,０００円を減額するものです。

歳出は、総務費に３７万９,０００円を追加し、予備費から８２万５,０００円を減額す

るものです。

議案第６号平成２９年度七戸町七戸霊園事業特別会計補正予算（第３号）については、

歳入歳出予算の総額から３３万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を２５６万４,

０００円とするものです。

歳入の主なものは、使用料及び手数料から４万４,０００円、繰入金から３０万円を減

額するものです。

歳出は、総務費から２４万４,０００円、諸支出金から９万３,０００円を減額するもの
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です。

議案第７号平成２９年度七戸町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）について

は、歳入歳出予算の総額から２９２万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を４億

３,６９２万４,０００円とするものです。

歳入の主なものは、分担金及び負担金に７０万８,０００円を追加し、繰入金から３６

７万６,０００円を減額するものです。

歳出は、総務費から２９２万４,０００円を減額するものです。

議案第８号平成２９年度七戸町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）について

は、歳入歳出予算の総額から１９万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を６,６９

２万６,０００円とするものです。

歳入の主なものは、繰入金から１９万８,０００円を減額するものです。

歳出は、総務費から１９万５,０００円を減額するものです。

議案第９号平成２９年度七戸町水道事業会計補正予算（第４号）については、収益的収

入の営業外収益から８９万７,０００円を減額し、水道事業収益の総額を３億２,８９４万

９,０００円とし、収益的支出の営業費用から３９６万７,０００円、営業外費用から８２

８万１,０００円を減額し、水道事業費用の総額を３億１,５２８万円とするものです。

また、資本的収入の補助金から１,０１５万８,０００円、企業債から４,４００万円を

減額し、資本的収入の総額を８,１７９万３,０００円とし、資本的支出の建設改良費から

７,０５４万７,０００円を減額し、資本的支出の総額を２億４,４６４万８,０００円とす

るものです。

次に、平成３０年度各会計当初予算について、御説明いたします。

議案第１０号平成３０年度七戸町一般会計予算については、歳入歳出予算の総額を９４

億７,２０７万５,０００円とし、前年度比６,３２０万円の増額、率では０.７％の増加と

なっております。

歳入の主なものと、その歳入が歳入全体に占める割合ですが、町税は１９億８,３６７

万３,０００円で２０.９％、地方譲与税は１億４,１２０万円で１.５％、地方消費税交付

金は２億３,６２５万９,０００円で２.５％、地方交付税は３５億円で３７％、国庫支出

金は９億９,１５８万７,０００円で１０.５％、県支出金は７億３１２万６,０００円で

７.４％、繰入金は５億１,６１７万４,０００円で５.５％、町債は１１億７,０３０万円

で１２.４％、その他は２億２,９７５万６,０００円で２.３％となっております。

歳出の主なものと、その歳出が歳出全体に占める割合ですが、総務費は１２億５,０３

６万４,０００円で１３.２％、民生費は１６億２,５３８万８,０００円で１７.２％、衛

生費は１０億４,１８９万６,０００円で１１.０％、教育費は１３億３,７４０万２,００

０円で１４.１％、公債費は１０億９８１万円で１０.７％、諸支出金は１１億５,５９６

万７,０００円で１２.２％、その他は２０億５,１２４万８,０００円で２１.６％となっ

ております。
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歳入の対前年度比で金額及び割合が大きく増加しているものは、町税が１億７４４万

７,０００円で７％の増加ですが、景気回復による町民税と太陽光発電事業の償却資産分

による固定資産税などの増額によるものです。

次に、国庫支出金が１億８,９４０万９,０００円で２３.６％の増加ですが、社会資本

整備総合交付金や保育所等整備交付金並びに学校施設環境改善交付金などの増額によるも

のです。

一方、金額及び割合が大きく減少しているものは、地方交付税が５,０００万円で１.４

％の減少ですが、国の地方財政計画に基づく普通交付税の減額によるものです。

次に、町債が２億３,９８０万円で１７.０％の減少ですが、中部上北広域事業組合の給

食センター建設事業完了による学校施設整備事業債などの減額によるものです。

歳出の対前年度比で金額及び割合が大きく増加しているものは、総務費が１億３０２万

４,０００円で９.０％の増加ですが、これは七戸支所庁舎の耐震改修事業と本庁舎駐車場

通路舗装改良工事などによる増額によるものです。

次に、民生費が１億３,５４１万８,０００円で９.１％の増加ですが、これは保育所建

てかえに係る整備費補助金などの増額によるものです。

次に、商工費が５,６１２万７,０００円で３０.８％の増加ですが、これは観光交流セ

ンター等の施設設備工事と、しちのへ観光協会への補助金の増額によるものです。

次に、土木費が１億７４２万７,０００円で１６.７％の増加ですが、これは道路橋梁新

設及び改良等工事費の増額によるものです。

一方、歳出の対前年度比で金額及び割合が大きく減少しているものは、教育費が２億

４,３４２万３,０００円で１５.４％の減少ですが、これは中部上北広域事業組合の給食

センター建設に係る負担金の減額などによるものです。

次に、諸支出金が１億３,１４５万９,０００円で１０.２％の減少ですが、これは核燃

料物質等取扱税交付金基金積立金と国民健康保険特別会計への繰出金の減額によるもので

す。

また、予算書へは掲載しておりませんが、性質別では人件費・扶助費・公債費の義務的

経費が３４億８,９２８万７,０００円で、歳出総額に占める割合は前年度の３７.１％か

ら３６.８％となり、０.３％の減少となっております。

普通建設事業費は１６億５,２７７万６,０００円で、歳出総額に占める割合は前年度の

９.３％から１７.４％となり、８.１％の増加、７億７,６８７万５,０００円の増額であ

ります。

普通建設事業費の増額の要因は、天間西小学校屋内運動場等大規模改造工事費等の２億

４７６万５,０００円、七戸運動公園テニスコート改修工事の２億４,２２３万９,０００

円、七戸庁舎耐震改修工事の１億５,７２０万円、県営基盤整備等事業費負担金の７,３５

７万３,０００円などの増額が主なものです。

財政状況は、国の地方財政計画における交付税の減少が続く中、景気回復や太陽光発電
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により町税が増額となっておりますが、今後計画している建設事業費への財源確保など、

厳しい財政状況を踏まえ、事業の取捨選択や事務効率の向上を図り、健全な財政運営に努

めてまいりたいと考えております。

以上が、平成３０年度一般会計当初予算の概要でございます。

議案第１１号平成３０年度七戸町国民健康保険特別会計予算については、歳入歳出予算

の総額を２０億２２５万８,０００円とし、前年度比５億４,４１２万２,０００円の減

額、率では２１.４％の減少となっております。

歳入の主なものは、国民健康保険税の４億１,５７７万１,０００円、県支出金の１４億

３１８万７,０００円、繰入金の１億７,７３３万７,０００円であります。

歳出の主なものは、総務費の４,６９４万１,０００円、保険給付費の１４億１７１万

４,０００円、国民健康保険事業費納付金の５億３,４６９万１,０００円、保健事業費の

１,４５２万１,０００円であります。

議案第１２号平成３０年度七戸町後期高齢者医療特別会計予算については、歳入歳出予

算の総額を３億７,７８１万９,０００円とし、前年度比１,４３２万２,０００円の増額、

率では３.９％の増加となっております。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料の１億１,５０６万２,０００円、繰入金の２

億５,６０５万４,０００円であります。

歳出の主なものは、総務費の６６７万８,０００円、後期高齢者医療広域連合納付金の

３億６,４４５万円であります。

議案第１３号平成３０年度七戸町介護保険特別会計予算については、歳入歳出予算の総

額を２３億９,０２６万２,０００円とし、前年度比７,６１８万９,０００円の減額、率で

は３.１％の減少となっております。

歳入の主なものは、保険料の４億３,３２５万１,０００円、国庫支出金の６億３７７万

３,０００円、支払基金交付金の６億２,６２６万２,０００円、県支出金の３億３,６２４

万４,０００円、繰入金の３億９,０６３万円であります。

歳出の主なものは、総務費の４,２８６万１,０００円、保険給付費の２２億７,７８５

万４,０００円、地域支援事業費の６,１２６万９,０００円であります。

議案第１４号平成３０年度七戸町介護サービス事業特別会計予算については、歳入歳出

予算の総額を３９０万６,０００円とし、前年度比１９６万１,０００円の減額、率では３

３.４％の減少となっております。

歳入の主なものは、サービス収入の３９０万２,０００円であります。

歳出の主なものは、総務費の２６７万４,０００円、予備費の１１９万２,０００円であ

ります。

議案第１５号平成３０年度七戸町七戸霊園事業特別会計予算については、歳入歳出予算

の総額を２３０万１,０００円とし、前年度比１０万５,０００円の増額、率では４.８％

の増加となっております。



－ 13 －

歳入の主なものは、使用料及び手数料の１８７万２,０００円、繰入金の４０万円であ

ります。

歳出の主なものは、総務費の２３０万円であります。

議案第１６号平成３０年度七戸町公共下水道事業特別会計予算については、歳入歳出予

算の総額を４億２,０９６万８,０００円とし、前年度比１,９３４万２,０００円の増額、

率では４.８％の増加となっております。

歳入の主なものは、使用料及び手数料の４,８７６万９,０００円、国庫支出金の５,０

００万円、繰入金の３億１,７６０万６,０００円であります。

歳出は、総務費の８,７４１万５,０００円、事業費の１億２,２１２万４,０００円、公

債費の２億１,１６９万９,０００円であります。

議案第１７号平成３０年度七戸町農業集落排水事業特別会計予算については、歳入歳出

予算の総額を６,１１９万８,０００円とし、前年度比４４２万８,０００円の減額、率で

は６.７％の減少となっております。

歳入の主なものは、使用料及び手数料の６８０万２,０００円、繰入金の５,４３３万

２,０００円であります。

歳出は、総務費の２,５８７万４,０００円、公債費の３,５３２万４,０００円でありま

す。

議案第１８号平成３０年度七戸町水道事業会計予算については、年間業務の予定量とし

て、給水戸数は７,５３６戸、年間総給水量は２１７万９,０００立方メートル、一日の平

均給水量は５,９７０立方メートルとするものです。

収益的収入及び支出の予定額としては、水道事業費収益の総額は、３億２,９２８万６,

０００円とし、内訳としては営業収益を２億７,８６６万４,０００円、営業外収益を５,

０６２万２,０００円とするものです。

水道事業費用の総額は、３億１,１８０万８,０００円とし、内訳としては、営業費用を

２億８,１６６万７,０００円、営業外費用を２,４０１万１,０００円、特別損失を１３万

円、予備費を６００万円とするものです。

次に、資本的収入及び支出の予定額としては、資本的収入の総額は９,６８０万１,００

０円とし、内訳としては工事負担金を８０万１,０００円、補助金を３,６００万円、企業

債を６,０００万円とするものです。

資本的支出の総額は、２億９,７２７万５,０００円とし、内訳としては、建設改良費を

２億４,０２０万７,０００円、企業債償還金を５,７０６万８,０００円とするものです。

資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額２億４７万４,０００円は減債積立金

５,０００万円、損益勘定留保資金１億３,２６７万７,０００円、消費税資本的収支調整

額１,７７９万７,０００円で補塡するものです。

諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、平成３０年６月３

０日をもって任期満了となる人権擁護委員について、諏訪道子氏を候補者として法務大臣
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に推薦したいので、人権擁護委員法の規定により議会の意見を求めるものです。

以上が、本定例会に提出いたしました議案でありますが、議員各位におかれましては、

慎重審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。

○議長（田嶋輝雄君） ここで、暫時休憩します。

休憩 午前１０時５５分

再開 午前１０時５６分

○議長（田嶋輝雄君） 休憩を取り消し、会議を開きます。

ただいまの説明理由の中で、訂正箇所がございますので町長より訂正をお願いします。

町長。

○町長（小又 勉君） 読み上げに間違いがありましたので、おわびして訂正をさせてい

ただきたいと思います。

議案第３７号七戸町国民健康保険高額という項目で、この「七戸町」を私が読み上げま

せんでした。「七戸町」を追加させていただきたいと思います。

次に、議案第５号、歳入予算の総額、これは「歳入歳出予算」の間違いでありました。

「歳出」を読み上げておりませんでしたので、これを加えていただきたいと思います。

次に、議案第１０号、町税が１億７４４万７,０００円で、これが５.７％の増加という

のが正確なところで、この「５」を私が読み上げないということであります。５.７％の

増加ということへの訂正をお願いしたいと思います。

以上であります。よろしくお願いいたします。

○議長（田嶋輝雄君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

このまま続けますので、お願いいたします。

──────────────────────────────────────

○日程第５ 常任委員会の要請事項に対する回答について

○議長（田嶋輝雄君） 日程第５ 常任委員会の要請事項に対する回答が届いておりま

す。

本件については、常任委員会の要請事項に対する町長、教育長、農業委員会会長からの

回答の写しをお手元に配付いたしておりますので、御了承願います。

──────────────────────────────────────

○日程第６ 予算審査特別委員会設置

○議長（田嶋輝雄君） 日程第６ 予算審査特別委員会設置の件を議題といたします。

議案第１０号平成３０年度一般会計予算から、議案第１８号平成３０年度七戸町水道事

業会計予算までの９議案について、議長を除く全議員をもって構成する予算審査特別委員

会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（田嶋輝雄君） 御異議なしと認めます。
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したがいまして、本件９議案については、議長を除く全議員をもって構成する予算審査

特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。

お諮りします。

ただいま付託しました本件については、会議規則第４６条第１項の規定により、３月８

日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（田嶋輝雄君） 御異議なしと認めます。

したがいまして、本件については、３月８日までに審査を終了するよう期限をつけるこ

とに決定しました。

なお、予算審査特別委員会を本日の会議終了後、直ちに招集しますので、本会議散会後

も、そのまま着席願います。

──────────────────────────────────────

○散会宣告

○議長（田嶋輝雄君） なお、３月５日の本会議は、午前１０時に再開します。

ここで、議員の皆さんにお諮りします。

８番議員瀬川左一君と４番議員哘清悦君の一般質問については、地方自治法第１１７条

の除斥に関する一般質問ですが、私が両名に内容を調査したところ、法に抵触しない質問

にとどめるとのことですので、一般質問を許可したいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（田嶋輝雄君） 御異議なしと認めます。

よって、本件の一般質問は許可します。

なお、最終日の議案審議におかれましても、同様の扱いとなりますので、関係する議員

の皆さんは発言に御注意くださいますようお願いいたします。

本席から告知します。

３月５日の一般質問の順番をお知らせします。

１番目は２番の小坂義貞君、２番目は８番の瀬川左一君、３番目は４番の哘清悦君、４

番目は５番の岡村茂雄君、５番目は７番の佐々木寿夫君となります。

以上で本日の日程は、全部終了しました。

本日は、これで散会します。

大変、お疲れさまでした。御苦労さまです。

散会 午前１１時０１分


